
 

◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第４７号(Ｈ22．5．7)◆◆ 

 

＝目 次＝ 

１．重大事故情報＝１０件（４月２４日～５月７日分） 

（１）貸切バスが交差点で乗用車と衝突した事故 

（２）貸切バスがカーブでオートバイと衝突した事故 

（３）貸切バスが交差点で乗用車と衝突した事故 

（４）タクシーが停車中のタクシーに追突した事故 

（５）タクシーが交差点で軽自動車と衝突した事故 

（６）タクシーが交差点で歩行者を撥ねた事故 

（７）トラックが横転していた乗用車と衝突した事故 

（８）トラックが渋滞の列に追突した事故 

（９）トラック運転者を救護義務違反等の疑いで逮捕 

（10）トラックが渋滞の列に追突し、炎上した事故 

 

２．点呼時にアルコール検知器の使用を義務づける等の改正を行いました。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【１．重大事故情報＝１０件】（４月２４日～５月７日分） 

（１）貸切バスが交差点で乗用車と衝突した事故 

４月２５日午前５時２０分頃、茨城県で、貸切バスが右方向より交差点に進

入してきた乗用車と出会い頭に衝突した。事故当時、貸切バスに乗客は乗って

いなかった。 

この事故で、当該乗用車の運転者が死亡し、当該貸切バス運転者が軽傷を負

った。 

なお、当該貸切バスは、青色信号から黄色信号に変わるときに交差点に進入

したとのこと。 

 

（２）貸切バスがカーブでオートバイと衝突した事故 

４月２５日午後３時４５分頃、和歌山県の国道の右カーブにおいて、貸切バ

スが対向車線からセンターラインをはみ出してきたオートバイと衝突した。 

この事故で、オートバイ運転者が死亡し、当該貸切バスの乗客１名が軽傷を

負った。 

 

（３）貸切バスが交差点で乗用車と衝突した事故 

 ～運転者に対して、交差点に進入する際は、優先道路の交通状況をよく 

  確認することの徹底を！～ 

４月２９日午前１０時１５分頃、静岡県で、貸切バスが信号機のない交差点

において、左から走行してきた乗用車と衝突した。 

この事故で、当該貸切バスに乗っていた中学生１７名と保護者２名の計１９



 

名が軽傷を負った。双方の運転者にけがはなかった。 

当該交差点は、当該貸切バス側に一時停止の義務があり、一時停止した後、

直進しようと交差点に進入した。 

当該貸切バスの運転手は、当該乗用車を認識していたが、距離とスピードを

見誤った模様。また、当該乗用車の運転手は、バスに気がつかなかったとのこ

と。 

 

（４）タクシーが停車中のタクシーに追突した事故 

～運転者に対して、脇見運転をせず、運転に集中することの徹底を！～ 

４月２１日午後１時２５分頃、大阪府で、タクシーが乗客２名を乗せ運行中、

交差点にて赤信号のため停車していた別のタクシーに追突した。 

この事故で、追突したタクシーに乗っていた乗客のうち１名が重傷、もう１

名が軽傷、また、追突されたタクシーの運転者も軽傷を負い、計３名が負傷し

た。 

事故は、追突したタクシーの運転者が脇見運転をしたことにより発生した模

様。 

 

（５）タクシーが交差点で軽自動車と衝突した事故 

～運転者に対して、直進優先であっても防衛運転することの徹底を！～ 

４月２７日午前１１時１０分頃、広島県の国道の交差点において、空車のタ

クシーが対向車線から右折してきた軽自動車と衝突した。 

この事故で、当該軽自動車の後部座席の女性が救急車で病院へ搬送されたが、

死亡した。当該タクシー運転者及び当該軽自動車の運転者は軽傷。 

事故現場は、片側２車線の直線道路で、当該タクシーは、黄色点滅信号で交

差点を直進通過しようとしていた。 

 

（６）タクシーが交差点で歩行者を撥ねた事故 

 ～交差点では、「車、自転車、歩行者が出てくるかもしれない」と予測を！～ 

 ４月２日午前０時５０分頃、京都府の交差点で、タクシーが、横断中の歩行

者を撥ねた。 

この事故で、歩行者は全身を強く打ち、まもなく死亡した。 

 報道によれば、当該タクシーは、青信号で交差点に進入した模様。 

 

（７）トラックが横転していた乗用車と衝突した事故 

 ４月２５日午前４時２０分頃、栃木県で、トラックが、横転をして停止して

いた乗用車に衝突し、乗用車が炎上した。 

 この事故で、当該乗用車の男女が病院に搬送されたが、男女２名が死亡した。 

当該トラック運転者は、自動車運転過失致死傷の現行犯で逮捕された。 

 

（８）トラックが渋滞の列に追突した事故 



 

～一瞬の不注意が大惨事を招くことの再認識を！～ 

 ５月１日午前０時４５分頃、東京都の首都高速のトンネル内で、渋滞の列に

トラックが突っ込み、計８台の乗用車等が絡む玉突き事故が発生しました。 

この事故で、乗用車等に乗っていた男女１２人が重軽傷を負った。 

 

（９）トラック運転者を救護義務違反等の疑いで逮捕 

～運転者に対して、ひき逃げは許される行為ではないことの徹底を！～ 

 ５月２日午後１０時頃、兵庫県で、パンク修理中の男性がトラックにひき逃

げされ死亡する事故があり、県警高速道路交通警察隊は３日午後、自動車運転

過失致死と道交法違反（ひき逃げ）容疑で、トラック運転手を逮捕した。 

高速隊によると、「ぶつかったのは分かっていたが、人か物かは分からなか

った」とひき逃げ容疑は否認しているという。 

 

（10）トラックが渋滞の列に追突し、炎上した事故 

～一瞬の不注意が大惨事を招くことの再認識を！～ 

 ５月４日午後１時３０分頃、兵庫県の山陽自動車道のトンネル入り口付近で、

トラックが、渋滞で停止した前方のワゴン車に追突、更に、追突されたワゴン

車が前方のワゴン車に追突し、当該トラックとワゴン車２台の計３台が炎上し

た。 

 また、この事故により、他の乗用車等も衝突するなど、計８台が絡む多重衝

突事故となった。 

 この事故で、当該トラック運転者と当該トラックに追突されたワゴン車に乗

っていた２名の計３人が死亡、当該トラックに追突されたワゴン車に追突され

た前方のワゴン車に乗っていた２名が軽傷を負い病院に搬送され治療を受けた。 

 この事故の影響で、山陽自動車道は、山陽姫路東インターチェンジ～山陽姫

路西インターチェンジ間の上下線が通行止めとなり、下り線は午後３時３０分

頃に、上り線は午後１０時２０分頃に通行止めが解除された。 
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【２．点呼時にアルコール検知器の使用を義務づける等の改正を行いました。】 

 

  国土交通省では、事業用自動車における事故削減を図るため、事業用自動

車に係る総合的安全対策委員会によりまとめられた『事業用自動車総合安全

プラン2009』（平成21年3月）を踏まえ、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和

31年運輸省令第44号）及び貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成2年運輸省

令第22号）並びに関係通達の一部を改正しました。 

  概要は次のとおりです。 

（１）公布即施行 

・酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化します（旅客自        



 

動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正）。 

・運行管理者の補助者となることができる要件として、運行管理者資格者証の

交付を受けている者を追加します（旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動

車運送事業輸送安全規則の一部改正）。 

・上記の補助者が、運行管理者の指示を仰がずに、又は指示に反して不適切な

業務を行った場合には、運行管理者資格者証の返納を命じることができること

とします（関係通達の一部改正）。 

（２）来年４月１日から施行 

・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認す  

るほか、アルコール検知器を用いてしなければならないこととします（旅客自

動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正）。 

・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなけれ

ばならないこととします（旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事

業輸送安全規則の一部改正）。 

・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなけ

ればならないこととします（関係通達の一部改正）。 

・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報

告させる等により行うこととします（関係通達の一部改正）。 

（３）公布日及び施行日 

  （１）について  公布 平成２２年４月２８日 

                 施行 平成２２年４月２８日 

  （２)について    公布 平成２２年４月２８日 

            施行 平成２３年４月１日 

 詳細につきましては、下記 URL を参照願います。 

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000038.html 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】 

発行 国土交通省自動車交通局安全政策課 

＊このメルマガについてのご意見は、＜jiko-antai@mlit.go.jp＞まで

お寄せください。 

よくある質問

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html ） 

自動車交通局ホームページ 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html ） 
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